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○佐野市特定公共賃貸住宅条例施行規則 

平成17年２月28日規則第196号 

改正 

平成19年６月18日規則第57号 

平成19年12月21日規則第79号 

平成21年２月２日規則第３号 

平成25年３月22日規則第15号 

令和２年３月25日規則第15号 

令和３年６月29日規則第26号 

佐野市特定公共賃貸住宅条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐野市特定公共賃貸住宅条例（平成17年佐野市条例第215号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所得基準） 

第２条 条例第６条の市長の定める基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。 

（入居の申込み） 

第３条 条例第７条第１項の規定による特定公共賃貸住宅入居の申込みは、公募の都度１世帯１箇所

限りとし、特定公共賃貸住宅入居申込書（別記様式第１号）による。 

２ 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 住民票の写し 

(２) 本人及び同居人の所得額を証する書類 

(３) 本人及び同居人の市税（市外居住者の場合は、当該市町村税。以下同じ。）の納税証明書 

(４) これから結婚同居する者にあっては、婚約を証する書類 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（入居の許可） 

第４条 入居決定者に対しては、条例第７条第２項の規定により特定公共賃貸住宅入居許可書（別記

様式第２号）を交付するものとする。 

（入居の手続） 

第５条 入居決定者は、条例第11条第１項第１号の規定により特定公共賃貸住宅入居請書（別記様式

第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 特定公共賃貸住宅の入居許可を受けた者が、やむを得ない事由により条例第11条第１項の規定に

定める期間内に前項の手続ができないと認められるときは、入居者の手続可能な日までとする。た

だし、その手続の期間は、入居を許可された日から20日以内とする。 

（連帯保証人） 

第６条 連帯保証人の資格は、独立の生計を営み、確実な保証能力を有し、かつ、市町村税を完納し

ている者で、市長が適当と認めるものとする。 

２ 入居者は、連帯保証人が前項の資格を失ったときは、直ちに特定公共賃貸住宅連帯保証人変更許

可申請書（別記様式第４号）を市長に提出し、その許可を受けなければならない。 
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（家賃等） 

第７条 条例第12条の家賃は、別表第１のとおりとする。 

（入居者負担額） 

第８条 条例第15条の入居者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 特定公共賃貸住宅の管理開始の日（以下「管理開始日」という。）から１年間 別表第２に

定める額 

(２) 管理開始日から１年間が経過した日以後 当初入居者負担額に管理開始日からの経過年数を

指数とする1.035の累乗を乗じて得た額。ただし、当該計算して得た額に100円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てる。 

２ 別表第２に該当する者として現に家賃の減額を受けている者であって、特定公共賃貸住宅に入居

後に所得区分の上限を超える所得を有することとなったものの入居者負担額は、前項の規定にかか

わらず、市長が別に定める。 

（家賃の減額） 

第９条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者が、条例第14条の規定による家賃の減額を受けよう

とするときは、条例第７条、第８条及び第９条の承認を受けたあと、速やかに特定公共賃貸住宅家

賃減額申請書（別記様式第５号。以下「家賃減額申請書」という。）により申請しなければならな

い。 

２ 入居者が条例第14条の規定による家賃の減額を受けようとするときは、管理開始日相当日の１月

前までに、家賃減額申請書により申請しなければならない。 

３ 市長は、前２項の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、可否を決定し、特定

公共賃貸住宅家賃減額決定通知書（別記様式第６号）により入居者に通知するものとする。 

（家賃等の減免等） 

第10条 入居者が、条例第16条の規定による家賃、条例第18条第１項の規定による敷金及び条例第35

条第２項の規定による専用駐車場の使用料の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとするとき

は、特定公共賃貸住宅家賃等減免・徴収猶予申請書（別記様式第７号）により申請しなければなら

ない。 

（同居承認の申請） 

第11条 条例第27条第１項の規定による同居承認の申請は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書（別記

様式第８号）による。 

（入居承継承認の申請） 

第12条 条例第27条の２第１項の規定による入居承継承認の申請は、特定公共賃貸住宅入居承継承認

申請書（別記様式第９号）による。 

（専用駐車場の使用） 

第13条 条例第34条の規定による専用駐車場の使用申込みは、特定公共賃貸住宅専用駐車場使用申込

書（別記様式第10号）によるものとする。 

２ 市長は、前項の使用申込みがあったときは、その内容の審査を行い、可否を決定し、使用許可者

に対し特定公共賃貸住宅専用駐車場使用許可書（別記様式第11号）により通知するものとする。 

３ 専用駐車場を使用できる自動車は、道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号）別表第

１に規定する普通自動車（最大積載量２トンを超える貨物自動車、乗車定員10人を超える自動車等



3 

を除く。）、小型自動車及び軽自動車に限る。 

（明渡しの届出） 

第14条 入居者は、条例第28条の規定により住宅を明け渡そうとするときは、特定公共賃貸住宅返還

届（別記様式第12号）を市長に提出しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年２月28日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の葛生町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則

（平成14年葛生町規則第８号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当

規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成19年６月18日規則第57号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年12月21日規則第79号） 

この規則は、平成20年１月１日から施行する。 

附 則（平成21年２月２日規則第３号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月22日規則第15号） 

この規則は、平成25年４月１日より施行する。 

附 則（令和２年３月25日規則第15号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年６月29日規則第26号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第７条関係） 

名称 建設年度 構造 面積（㎡） 家賃 

西原特定公共賃貸住宅 平成13年度 木造２階建 87.51 62,000円 

別表第２（第８条関係） 

名称 面積（㎡） 入居者負担額 

西原特定公共賃貸住宅 87.51 所得が186,000円以下の者 57,500円 
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別記様式第１号（第３条関係） 
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別記様式第２号（第４条関係） 
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別記様式第３号（第５条関係） 
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別記様式第４号（第６条関係） 
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別記様式第５号（第９条関係） 
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別記様式第６号（第９条関係） 
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別記様式第７号（第10条関係） 
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別記様式第８号（第11条関係） 
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別記様式第９号（第12条関係） 
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別記様式第10号（第13条関係） 
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別記様式第11号（第13条関係） 
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別記様式第12号（第14条関係） 

 


